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適用上の位置付け 適用上の位置付け

＜考え方＞ ＜考え方＞

　河川砂防技術基準維持管理編（ダム編）は、基準の適用上の位置付けを明確にするために、下表に示すように適
用上の位置付けを＜考え方＞、＜必　須＞、＜標　準＞、＜推　奨＞、＜例　示＞に分類している。

　河川砂防技術基準維持管理編（ダム編）は、基準の適用上の位置付けを明確にするために、下表に示すように適
用上の位置付けを＜考え方＞、＜必　須＞、＜標　準＞、＜推　奨＞、＜例　示＞に分類し、枠書き左上に記載し
ている。



改定版（平成２８年３月） 現行版（平成２７年３月）

第１章　総説 第１章　総説

第１節　目的 第１節　目的

＜考え方＞ ＜考え方＞

(1)目的
     ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持及び利水補給等多様な目的を持つ重要な社会資本であり、これ
   らの目的が達成されるよう流水の管理を行うとともに、その前提となるダムの安全性及び機能を長期にわたり
   保持することが求められている。
     また、ダムの建設により、堤体、洪水吐き等の大規模な土木構造物に加え、広大な静水面をもつ貯水池が出
   現し、新たな環境が創出されることから、これらの環境を保全し、適正に利用することも求められている。
     河川砂防技術基準維持管理編（ダム編）（以下「本基準」という。）は、「ダム施設及び貯水池の維持管理
   」及び「流水管理」に必要とされる主な事項を定め、もって適正なダムの維持管理に資することを目的とす
   る。

(2)背景・構成等
     河川管理施設のダムは、これまでに500基以上が建設され、国土交通省、独立行政法人水資源機構及び道府
   県により管理されている。これらのダムは、高水管理や低水管理等の流水管理を適切に行うことで、下流域の
   洪水被害を軽減するとともに、流水の正常な機能の維持や安定的な利水補給を行っているが、これらのダムの
   うち約4割のダムは完成後30年以上が経過しており、今後、経年劣化等による設備の維持・修繕等が必要とな
   るダムが増加するものと考えられる。
     河川管理施設のダムは、ダム点検整備基準（第2章第1節1.2.1参照）を定め、日常管理における巡視・点検
   を行うとともに、点検結果等を踏まえ、ダム施設の効率的な維持・修繕等を図るなど、ダムの効果的・効率的
   な維持管理に努めてきたところであるが、ダムは高い安全性が要求されるとともに、全面的な更新が困難な施
   設であることから、ダムの維持管理をより効果的・効率的に行い、長寿命化を図りつつ、ダムの安全性及び機
   能を長期にわたり保持することが重要である。
     また、ダムの維持管理は、土木構造物、機械設備、電気通信設備、貯水池周辺斜面等の多様な設備等に加え
   、貯水池の堆砂や水質、環境等も対象としており、さらに流水を管理するための操作を行うなど、あらゆる技
   術を総合して行うものである。そのため、幅広い技術が必要とされるが、ダムの維持管理に豊富な経験を有す
   る技術者が少なくなってきているのが現状である。
     このような課題に対して、維持管理水準の維持・向上を図るため、これまで蓄積してきたダムの維持管理に
   関する技術を体系化するとともに、技術を承継するための人材育成に取り組む必要がある。
     河川管理施設及び許可工作物の維持管理については、平成25年に河川法（昭和39年法律第167号）の一部が
   改正され、同法第15条の2において、河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を
   良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって公共の安全が保持されるように努めなければならないこと
   が定められた。また、同年、河川法施行令（昭和40年政令第14号）の一部が改正され、ダム、堤防その他の
   国土交通省令で定める河川管理施設等は、1年に1回以上の適切な頻度で、適切な時期に、目視その他適切な方
   法で点検を行い、点検その他の方法により河川管理施設等の損傷、腐食、その他の異状があることを把握した
   ときは、河川管理施設等の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講じることが定められた。
     本基準は、ダムの維持管理における標準的な技術を体系化するものであり、「ダム施設及び貯水池の維持管
   理」、「流水管理」及び「ダムの管理に係るフォローアップ」で構成されている。
     このうち、「ダム施設及び貯水池の維持管理」は、「ダム施設及び貯水池の計画的な維持管理」、「ダム施
   設及び貯水池の状態把握」、「ダム施設の維持管理の評価と対策」及び「貯水池の維持管理対策」に分類して
   記載し、ダムの維持管理サイクルに沿った構成としている。
     併せて、各事項に対応する技術的な通知やマニュアル等について、関連通知等を記載し、本基準との関連が
   分かるようにしている。
     なお、「ダム施設」は、堤体、洪水吐き、基礎地盤、放流設備等が一体となった構造物に加えて、貯水池周
   辺斜面やダムの機能を発揮するために必要な観測・計測設備等、ダムに関連する設備等を含めたものの総称と
   して用いている。また、「流水管理」は、ダムが有する洪水調節、流水の正常な機能の維持及び利水補給等の
   機能が発揮されるようダムを操作し、流水を管理することをいう。
     また、「ダム管理者」は、河川法第3条の規定に基づく河川管理施設のダム（同法第17条に規定する兼用工
   作物のダム、特定多目的ダム法第2条に規定する多目的ダム、独立行政法人水資源機構法第2条に規定する特
   定施設を含む）の管理者をいう。
     本基準は、作成時点における技術的知見に基づいて作成している。本基準に基づくダムの維持管理を通じて
   知見を積み重ね、ダムの維持管理に携わる者の技術力の維持・向上を図るとともに、新たな知見や社会・経済
   情勢の変化を踏まえ、今後、必要に応じて、本基準を改定する。

(1)目的
     ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持及び利水補給等多様な目的を持つ重要な社会資本であり、これ
   らの目的が達成されるよう流水の管理を行うとともに、その前提となるダムの安全性及び機能を長期にわたり
   保持することが求められている。
     また、ダムの建設により、堤体、洪水吐き等の大規模な土木構造物に加え、広大な静水面をもつ貯水池が出
   現し、新たな環境が創出されることから、これらの環境を保全し、適正に利用することも求められている。
     河川砂防技術基準維持管理編（ダム編）（以下「本基準」という。）は、「ダム施設及び貯水池の維持管理
   」及び「流水管理」に必要とされる主な事項を定め、もって適正なダムの維持管理に資することを目的とす
   る。

(2)背景・構成等
     河川管理施設のダムは、これまでに500基以上が建設され、国土交通省、独立行政法人水資源機構及び道府
   県により管理されている。これらのダムは、高水管理や低水管理等の流水管理を適切に行うことで、下流域の
   洪水被害を軽減するとともに、流水の正常な機能の維持や安定的な利水補給を行っているが、これらのダムの
   うち約4割のダムは完成後30年以上が経過しており、今後、経年劣化等による設備の維持・修繕等が必要とな
   るダムが増加するものと考えられる。
     河川管理施設のダムは、ダム点検整備基準（第2章第1節1.2.1参照）を定め、日常管理における巡視・点検
   を行うとともに、点検結果等を踏まえ、ダム施設の効率的な維持・修繕等を図るなど、ダムの効果的・効率的
   な維持管理に努めてきたところであるが、ダムは高い安全性が要求されるとともに、全面的な更新が困難な施
   設であることから、ダムの維持管理をより効果的・効率的に行い、長寿命化を図りつつ、ダムの安全性及び機
   能を長期にわたり保持することが重要である。
     また、ダムの維持管理は、土木構造物、機械設備、電気通信設備、貯水池周辺斜面等の多様な設備等に加え
   、貯水池の堆砂や水質、環境等も対象としており、さらに流水を管理するための操作を行うなど、あらゆる技
   術を総合して行うものである。そのため、幅広い技術が必要とされるが、ダムの維持管理に豊富な経験を有す
   る技術者が少なくなってきているのが現状である。
     このような課題に対して、維持管理水準の維持・向上を図るため、これまで蓄積してきたダムの維持管理に
   関する技術を体系化するとともに、技術を承継するための人材育成に取り組む必要がある。
     河川管理施設及び許可工作物の維持管理については、平成25年に河川法（昭和39年法律第167号）の一部が
   改正され、同法第15条の2において、河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を
   良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって公共の安全が保持されるように努めなければならないこと
   が定められた。また、同年、河川法施行令（昭和40年政令第14号）の一部が改正され、ダム、堤防その他の
   国土交通省令で定める河川管理施設等は、1年に1回以上の適切な頻度で、適切な時期に、目視その他適切な方
   法で点検を行い、点検その他の方法により河川管理施設等の損傷、腐食、その他の異状があることを把握した
   ときは、河川管理施設等の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講じることが定められた。
     本基準は、ダムの維持管理における標準的な技術を体系化するものであり、「ダム施設及び貯水池の維持管
   理」、「流水管理」及び「ダムの管理に係るフォローアップ」で構成されている。
     このうち、「ダム施設及び貯水池の維持管理」は、「ダム施設及び貯水池の計画的な維持管理」、「ダム施
   設及び貯水池の状態把握」、「ダム施設の維持管理の評価と対策」及び「貯水池の維持管理対策」に分類して
   記載し、ダムの維持管理サイクルに沿った構成としている。
     併せて、各事項に対応する技術的な通知やマニュアル等について、関連通知等を記載し、本基準との関連が
   分かるようにしている。
     なお、「ダム施設」は、堤体、洪水吐き、基礎地盤、放流設備等が一体となった構造物に加えて、貯水池周
   辺斜面やダムの機能を発揮するために必要な観測・計測設備等、ダムに関連する設備等を含めたものの総称と
   して用いている。また、「流水管理」は、ダムが有する洪水調節、流水の正常な機能の維持及び利水補給等の
   機能が発揮されるようダムを操作し、流水を管理することをいう。

     本基準は、作成時点における技術的知見に基づいて作成している。本基準に基づくダムの維持管理を通じて
   知見を積み重ね、ダムの維持管理に携わる者の技術力の維持・向上を図るとともに、新たな知見や社会・経済
   情勢の変化を踏まえ、今後、必要に応じて、本基準を改定する。
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第２章　ダム施設及び貯水池の維持管理 第２章　ダム施設及び貯水池の維持管理

第１節　ダム施設及び貯水池の計画的な維持管理 第１節　ダム施設及び貯水池の計画的な維持管理

1. 1　総説 1. 1　総説

＜考え方＞ ＜考え方＞

　ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持及び利水補給等多様な目的を持つ社会資本であり、ダムの安全性及
び機能を長期にわたり保持する必要があることから、ダム施設及び貯水池の維持管理を適切に行うことが重要であ
る。

　ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持及び利水補給等多様な目的を持つ社会資本であり、ダムの安全性及
び機能を長期にわたり保持する必要があることから、ダム施設及び貯水池の維持管理を適切に行うことが重要であ
る。

　また、ダム施設及び貯水池の維持管理は、長期的視点を踏まえ、より効果的・効率的に行う必要がある。 　また、ダム施設及び貯水池の維持管理は、長期的視点を踏まえ、より効果的・効率的に行う必要がある。

　このため、ダム点検整備基準に基づく日常管理における巡視・点検、維持・修繕等に加え、より効果的・効率的
に維持管理を行うためダムの長寿命化計画を定め、計画的に維持管理を行うことが重要である。

　このため、ダム点検整備基準に基づく日常管理における巡視・点検、維持・修繕等に加え、より効果的・効率的
に維持管理を行うためダムの長寿命化計画を定め、計画的に維持管理を行うことが重要である。

　ダム施設の維持管理における点検・検査等は、ダム管理者が行う日常管理における巡視・点検、ダム管理者が専
門家の意見を聴いて長期的観点から行うダム総合点検、ダム管理者以外の専門家等が行う定期検査により構成され
る（図2-1）。

　ダム施設の維持管理における点検・検査等は、ダム管理者が行う日常管理における巡視・点検、ダム管理者が専
門家の意見を聴いて長期的観点から行うダム総合点検、ダム管理者以外の専門家等が行う定期検査により構成され
る（図2-1）。

　また、貯水池の維持管理における調査・評価等は、巡視、観測・調査等、ダムの管理に係るフォローアップ、ダ
ム総合点検等により構成される。

　また、貯水池の維持管理における調査・評価等は、巡視、観測・調査等、ダムの管理に係るフォローアップ、ダ
ム総合点検等により構成される。

　このように、ダム施設及び貯水池の維持管理においては、ダム施設及び貯水池の状態と、その経年的な変化を継
続的に把握することが重要であり、ダム管理者が行う日常管理における巡視・点検、観測・調査等と併せて、第三
者の視点も含めた中長期的な点検・検査等を行い、ダム施設の安全性や貯水池機能の保持等の観点から、定期的に
健全度等を評価する必要がある。

　このように、ダム施設及び貯水池の維持管理においては、ダム施設及び貯水池の状態と、その経年的な変化を継
続的に把握することが重要であり、ダム管理者が行う日常管理における巡視・点検、観測・調査等と併せて、第三
者の視点も含めた中長期的な点検・検査等を行い、ダム施設の安全性や貯水池機能の保持等の観点から、定期的に
健全度等を評価する必要がある。

　このため、ダム施設については、日常管理における巡視・点検と、中長期的な観点からの点検・検査等を組み合
わせたＰＤＣＡサイクルにより維持管理を行うことが重要である（図2-2）。また、貯水池については、第4章に示
すダムの管理に係るフォローアップの考え方に従い、ＰＤＣＡサイクルによる維持管理を行うことが重要である。

　このため、ダム施設については、日常管理における巡視・点検と、中長期的な観点からの点検・検査等を組み合
わせたＰＤＣＡサイクルにより維持管理を行うことが重要である（図2-2）。また、貯水池については、第4章に示
すダムの管理に係るフォローアップの考え方に従い、ＰＤＣＡサイクルによる維持管理を行うことが重要である。

  なお、巡視は、ダム施設を構成する設備全般及び貯水池周辺斜面等の異状の有無や、水質の状況、流木の流入状
況及び不法行為の状況等について、概括的に状態を把握するために行うものであり、点検とは明確に区分されるも
のである。

  なお、巡視は、ダム施設を構成する設備全般及び貯水池周辺斜面等の異状の有無や、水質の状況、流木の流入状
況及び不法行為の状況等について、概括的に状態を把握するために行うものであり、点検とは明確に区分されるも
のである。

＜標　準＞ ＜標　準＞

　ダム施設及び貯水池の維持管理は、計画の策定（Ｐ）、状態把握（Ｄ）、分析・評価（Ｃ）及び対策（Ａ）のＰ
ＤＣＡサイクルにより行うとともに、維持管理において得られたデータを蓄積し、計画的な維持管理に反映するこ
とを基本とする。

　ダム施設及び貯水池の維持管理は、計画の策定（Ｐ）、状態把握（Ｄ）、分析・評価（Ｃ）及び対策（Ａ）のＰ
ＤＣＡサイクルにより行うとともに、維持管理において得られたデータを蓄積し、計画的な維持管理に反映するこ
とを基本とする。

　なお、維持管理において得られたデータを共有し、より効果的・効率的に維持管理を行うため、データの蓄積に
おいては、電子化した上で系統的に整理・保存することを基本とする。

　なお、維持管理において得られたデータを共有し、より効果的・効率的に維持管理を行うため、データの蓄積に
おいては、電子化した上で系統的に整理・保存することを基本とする。

ダム施設の維持管理
における点検・検査等

ダム施設の維持管理
における巡視・点検
（ダム管理者が行う）

臨時点検
（地震時・出水時等）

日常管理における
巡視・点検

ダム施設の維持管理
における検査
（ダム管理者以外の専門家等が行う）

ダム総合点検
（約30年ごとに専門家の
意見を聴いて行う）

巡視・日常点検
（日・月・年等ごと）

定期検査
（概ね3年に1回以上）
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図 2-1 ダム施設の維持管理における点検・検査等の構成 
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図 2-1 ダム施設の維持管理における点検・検査等の構成 
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＜例　示＞ ＜例　示＞

 ＰＤＣＡサイクルの例を図2-2に示す。  ＰＤＣＡサイクルの例を図2-2に示す。

＜関連通知等＞ ＜関連通知等＞

1)　ダムの長寿命化計画の策定について：平成25年10月1日，国技電第32号・国総施安第1 号・国水流第6 号，国
技電第33号・国総施安第2号・国水流第7号，電気通信室長・施工安全企画室長・流水管理室長通知

1)　ダムの長寿命化計画の策定について：平成25年10月1日，国技電第32号・国総施安第1 号・国水流第6 号，国
技電第33号・国総施安第2号・国水流第7号，電気通信室長・施工安全企画室長・流水管理室長通知

2)　ダム総合点検実施要領について：平成25年10月1日，国水環第65号・国水環第66号，河川環境課長通知 2)　ダム総合点検実施要領について：平成25年10月1日，国水環第65号・国水環第66号，河川環境課長通知

3)　ダム等の管理に係るフォローアップ制度の実施について：平成14年7月24日，国河環第32号，河川局長通達 3)　国土交通省所管ダムにおける定期検査の実施について：平成13年11月28日，国河環第80号，河川環境課長通知

4)　河川管理施設のダムにおける定期検査の実施について：平成28年3月15日，国水流第20号，河川環境課長通知 4)　ダム等の管理に係るフォローアップ制度の実施について：平成14年7月24日，国河環第32号，河川局長通達

図 2-2 ＰＤＣＡサイクルのイメージ（ダム施設の維持管理） 図 2-2 ＰＤＣＡサイクルのイメージ（ダム施設の維持管理） 
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1. 2　ダム施設の維持管理 1. 2　ダム施設の維持管理

1. 2. 2  ダムの長寿化計画 1. 2. 2  ダムの長寿化計画

＜考え方＞ ＜考え方＞

　ダム施設の維持管理は、ダム点検整備基準に加え、ダムの長寿命化計画を策定し、長期的視点を踏まえ、より効
果的・効率的に行う必要がある。

　ダム施設の維持管理は、ダム点検整備基準に加え、ダムの長寿命化計画を策定し、長期的視点を踏まえ、より効
果的・効率的に行う必要がある。

＜必　須＞ ＜必　須＞

　ダム管理者は、長期的視点を踏まえたダムの維持管理及び設備の更新等をより効果的・効率的に行うため、ダム
の長寿命化計画を策定するものとする。

　ダム管理者は、長期的視点を踏まえたダムの維持管理及び設備の更新等をより効果的・効率的に行うため、ダム
の長寿命化計画を策定するものとする。

＜標　準＞ ＜標　準＞

　ダムの安全性及び機能を長期にわたり保持するため、ダム点検整備基準に基づいて行う日常管理における巡視・
点検、維持・修繕等に加え、長期的視点を踏まえたダムの維持管理及び設備の更新等をより効果的・効率的に行う
ため、点検結果や健全度の評価等を踏まえ、ダムを構成する設備等毎の維持管理に係る中長期的な維持管理方針を

定めたダムの長寿命化計画1)を策定し、これに基づいて保全対策等を行うことを基本とする。

　ダムの安全性及び機能を長期にわたり保持するため、ダム点検整備基準に基づいて行う日常管理における巡視・
点検、維持・修繕等に加え、長期的視点を踏まえたダムの維持管理及び設備の更新等をより効果的・効率的に行う
ため、点検結果や健全度の評価等を踏まえ、ダムを構成する設備等毎の維持管理に係る中長期的な維持管理方針を

定めたダムの長寿命化計画1)を策定し、これに基づいて保全対策等を行うことを基本とする。

　なお、ダムの長寿命化計画には、ダムを構成する土木構造物、機械設備、電気通信設備等について、点検結果や
健全度の評価等を踏まえて、ダムの維持管理及び設備の更新等に係る中長期的な方針・計画等を定めるものとし、
ダムの長寿命化計画の策定においては、相互に関連する設備間の調整を図るよう留意することを基本とする。

　なお、ダムの長寿命化計画には、ダムを構成する土木構造物、機械設備、電気通信設備等について、点検結果や
健全度の評価等を踏まえて、ダムの維持管理及び設備の更新等に係る中長期的な方針・計画等を定めるものとし、
ダムの長寿命化計画の策定においては、相互に関連する設備間の調整を図るよう留意することを基本とする。

　また、ダムの長寿命化計画は、点検結果や健全度の評価等を継続的に行った結果を踏まえ、必要に応じて、見直
しを行うことを基本とする。

　また、ダムの長寿命化計画は、点検結果や健全度の評価等を継続的に行った結果を踏まえ、必要に応じて、見直
しを行うことを基本とする。

 ダムの長寿命化計画は、下記要領等の考え方に沿って策定することを基本とする。  ダムの長寿命化計画は、下記要領等の考え方に沿って策定することを基本とする。

(1)ダム総合点検実施要領2)3)

　ダムの安全性及び機能を長期にわたり保持する観点から、ダムの健全度を把握するとともに今    後の維持管理
方針を定めるために、ダム総合点検の実施方針及び実施手順を示した要領

(1)ダム総合点検実施要領2)3)

　ダムの安全性及び機能を長期にわたり保持する観点から、ダムの健全度を把握するとともに今    後の維持管理
方針を定めるために、ダム総合点検の実施方針及び実施手順を示した要領

(2)ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討要領4)5)

　ダム用ゲート設備等の信頼性を確保しつつ、効果的・効率的な維持管理の実現を目的として、ダム用ゲート設備
等の維持管理の実施方針を示した要領

(2)ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討要領4)5)

　ダム用ゲート設備等の信頼性を確保しつつ、効果的・効率的な維持管理の実現を目的として、ダム用ゲート設備
等の維持管理の実施方針を示した要領

(3)電気通信施設維持管理計画指針（案) 6)7)

　電気通信施設について、リスク管理や安全性の確保を図りつつ、部分更新や改造等の長寿命化対策を行い、既存
資産の有効活用を図る中長期的な維持管理計画を策定するための指針

(3)電気通信施設維持管理計画指針（案) 6)7)

　電気通信施設について、リスク管理や安全性の確保を図りつつ、部分更新や改造等の長寿命化対策を行い、既存
資産の有効活用を図る中長期的な維持管理計画を策定するための指針

＜推　奨＞ ＜推　奨＞

　ダムの長寿命化計画は、定期検査の頻度を踏まえ、概ね3年ごとに見直しを検討することが望ましい。 　ダムの長寿命化計画は、定期検査の頻度を踏まえ、概ね3年ごとに見直しを検討することが望ましい。

　また、ダムの長寿命化計画を策定する際は、当該計画期間内に要する対策費用の概算についても検討することが
望ましい。

　また、ダムの長寿命化計画を策定する際は、当該計画期間内に要する対策費用の概算についても検討することが
望ましい。

＜関連通知＞ ＜関連通知＞

1)　ダムの長寿命化計画の策定について：平成25年10月1日，国技電第32号・国総施安第1 号・国水流第6 号，国
技電第33号・国総施安第2号・国水流第7号，電気通信室長・施工安全企画室長・流水管理室長通知

1)　ダムの長寿命化計画の策定について：平成25年10月1日，国技電第32号・国総施安第1 号・国水流第6 号，国
技電第33号・国総施安第2号・国水流第7号，電気通信室長・施工安全企画室長・流水管理室長通知

2)　ダム総合点検実施要領について：平成25年10月1日，国水環第65号・国水環第66号，河川環境課長通知 2)　ダム総合点検実施要領について：平成25年10月1日，国水環第65号・国水環第66号，河川環境課長通知

3)　ダム総合点検実施要領・同解説：平成25年10月，国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 3)　ダム総合点検実施要領・同解説：平成25年10月，国土交通省水管理・国土保全局河川環境課

4)　ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討要領について：平成23年4月1日，国総施第5号・国河流第2号，施工
環境技術推進室長・流水管理室長通知

4)　ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討要領について：平成23年4月1日，国総施第5号・国河流第2号，施工
環境技術推進室長・流水管理室長通知

5)　ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討マニュアル（案）：平成23年4月，国土交通省総合政策局建設施工
企画課・河川局河川環境課流水管理室

5)　ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討マニュアル（案）：平成23年4月，国土交通省総合政策局建設施工
企画課・河川局河川環境課流水管理室

6)　電気通信施設維持管理計画指針（案）：平成28年3月，国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室 6)　電気通信施設維持管理計画指針（案）：平成25年3月，国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室

7)　電気通信施設維持管理計画作成の手引き（案）：平成28年3月，国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室 7)　電気通信施設維持管理計画作成の手引き（案）：平成25年6月，国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室

8)　インフラ長寿命化基本計画：平成25年11月，インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議 8)　インフラ長寿命化基本計画：平成25年11月，インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議
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第２節　ダム施設及び貯水池の状態把握 第２節　ダム施設及び貯水池の状態把握

2. 1　総説 2. 1　総説

＜考え方＞ ＜考え方＞

　ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持及び利水補給等多様な目的を持つ重要な社会資本である。このた
め、ダムの安全性及び機能を長期にわたり保持する上で、ダム施設及び貯水池の状態を定期的・継続的に把握する
とともに、その記録を系統的に整理・保存し、活用することが重要である。

　ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持及び利水補給等多様な目的を持つ重要な社会資本である。このた
め、ダムの安全性及び機能を長期にわたり保持する上で、ダム施設及び貯水池の状態を定期的・継続的に把握する
とともに、その記録を系統的に整理・保存し、活用することが重要である。

また、流水型ダム等、維持管理の実績の少ない形式のダムについては、当該ダムの特徴を踏まえた維持管理を行
うことを通じて、維持管理に関する知見の蓄積を図り、当該ダム及び類似条件のダムの維持管理の充実を図るため
の基礎資料とすることも重要である。

また、流水型ダム等、維持管理の実績の少ない形式のダムについては、当該ダムの特徴を踏まえた維持管理を行
うことを通じて、維持管理に関する知見の蓄積を図り、当該ダム及び類似条件のダムの維持管理の充実を図るため
の基礎資料とすることも重要である。

＜必　須＞ ＜必　須＞

　ダム管理者は、巡視、目視・計測等による日常点検、地震後点検等の臨時点検、ダム総合点検及び定期検査、並
びに水文・水理観測及び気象情報の収集、堆砂調査、水質調査、環境調査等の観測・調査等により、ダム施設及び
貯水池の状態を把握するものとする。

　ダム管理者は、巡視、目視・計測等による日常点検、地震後点検等の臨時点検、ダム総合点検及び定期検査、並
びに水文・水理観測及び気象情報の収集、堆砂調査、水質調査、環境調査等の観測・調査等により、ダム施設及び
貯水池の状態を把握するものとする。

＜関連通知＞ ＜関連通知＞

1） ダム総合点検実施要領について：平成25年10月1日，国水環第65号・国水環第66号，河川環境課長通知 1） ダム総合点検実施要領について：平成25年10月1日，国水環第65号・国水環第66号，河川環境課長通知

2)　河川管理施設のダムにおける定期検査の実施について：平成28年3月15日，国水流第20号，河川環境課長通知 2)　国土交通省所管ダムにおける定期検査の実施について：平成13年11月28日，国河環第80号，河川環境課長通知

3)　河川砂防技術基準調査編，第2章,第4章,第6章,第12章,第13章,第16章,第22章：平成26年4月1日，国水情第52
号，水管理・国土保全局長通達

3)　河川砂防技術基準調査編，第2章,第4章,第6章,第12章,第13章,第16章,第22章：平成26年4月1日，国水情第52
号，水管理・国土保全局長通達

4)　ダム貯水池水質調査要領：平成27年3月，国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 4)　ダム貯水池水質調査要領：平成27年3月，国土交通省水管理・国土保全局河川環境課
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2. 2. 2  臨時点検 2. 2. 2  臨時点検

＜考え方＞ ＜考え方＞

　強い地震、規模の大きい洪水や降雨その他の要因により、土木構造物、機械設備、電気通信設備や貯水池周辺斜
面等のダム施設において確認された損傷等は、ダム施設の安全性や健全度を低下させる要因となる可能性がある。

　強い地震、規模の大きい洪水や降雨その他の要因により、土木構造物、機械設備、電気通信設備や貯水池周辺斜
面等のダム施設において確認された損傷等は、ダム施設の安全性や健全度を低下させる要因となる可能性がある。

　このため、臨時点検は、一定の強さ以上の地震、一定の規模以上の洪水や降雨その他のダム施設に損傷等を与え
るおそれのある事象が発生した後に、ダム施設の異状の有無を速やかに確認し、異状を把握した場合は、その拡大
の防止を目的に行うものである。

　このため、臨時点検は、一定の強さ以上の地震、一定の規模以上の洪水や降雨その他のダム施設に損傷等を与え
るおそれのある事象が発生した後に、ダム施設の異状の有無を速やかに確認し、異状を把握した場合は、その拡大
の防止を目的に行うものである。

　臨時点検は、発生した事象に応じて、予め設定した点検項目・頻度・経路で行い、その結果、何らかの異状を把
握した場合は、ダム施設の安全性や健全度への影響の評価を行い、対策の必要性や方法について判断する必要があ
る。

　臨時点検は、発生した事象に応じて、予め設定した点検項目・頻度・経路で行い、その結果、何らかの異状を把
握した場合は、ダム施設の安全性や健全度への影響の評価を行い、対策の必要性や方法について判断する必要があ
る。

(1)地震時臨時点検 (1)地震時臨時点検

＜必　須＞ ＜必　須＞

　ダム管理者は、一定の強さ以上の地震発生後に、点検実施者の安全に十分留意しつつ、ダム施設の異状の有無を
確認するため、地震時臨時点検を行うものとする。

　ダム管理者は、一定の強さ以上の地震発生後に、点検実施者の安全に十分留意しつつ、ダム施設の異状の有無を
確認するため、地震時臨時点検を行うものとする。

＜標　準＞ ＜標　準＞

　地震時臨時点検の実施基準は、ダムの基礎地盤又は堤体底部に設置した地震計により観測された地震動の最大加
速度が25ガル以上である地震、又は気象台で発表されたダム地点最寄りの観測点における気象庁震度階が4以上で
ある地震が発生した場合であり、主に目視による外観点検（一次点検）及び一次点検後の詳細な外観点検と計測に
よる点検（二次点検）に区分して、臨時点検を行うことを基本とする。

　地震時臨時点検の実施基準は、ダムの基礎地盤又は堤体底部に設置した地震計により観測された地震動の最大加
速度が25ガル以上である地震、又は気象台で発表されたダム地点最寄りの観測点における気象庁震度階が4以上で
ある地震が発生した場合であり、主に目視による外観点検（一次点検）及び一次点検後の詳細な外観点検と計測に
よる点検（二次点検）に区分して、臨時点検を行うことを基本とする。

　地震による被害が発生した場合に、迅速にダム施設の状態を把握する必要があることから、予め対象施設を抽出
の上、点検項目・頻度・経路について、臨時点検基準としてとりまとめるなど、臨時点検の体制を整備することを
基本とする。

　地震による被害が発生した場合に、迅速にダム施設の状態を把握する必要があることから、予め対象施設を抽出
の上、点検項目・頻度・経路について、臨時点検基準としてとりまとめるなど、臨時点検の体制を整備することを
基本とする。

　一定の強さ以上の地震が発生した場合の臨時点検の実施の判断、地震によるダム施設の損傷等の推定や安全性の
評価を迅速に行うため、地震動を計測することを基本とする。なお、地震動は、ダムの基礎地盤又は堤体底部、堤
体上部その他ダムの特性を考慮して必要な箇所で計測することを基本とする。

　一定の強さ以上の地震が発生した場合の臨時点検の実施の判断、地震によるダム施設の損傷等の推定や安全性の
評価を迅速に行うため、地震動を計測することを基本とする。なお、地震動は、ダムの基礎地盤又は堤体底部、堤
体上部その他ダムの特性を考慮して必要な箇所で計測することを基本とする。

　また、地震計は、最大加速度に加えて、強い地震動によるダムへの影響を分析するために有用な情報となる地震
波形を記録し、デジタルデータとして保存できるものとすることを基本とする。

　また、地震計は、最大加速度に加えて、強い地震動によるダムへの影響を分析するために有用な情報となる地震
波形を記録し、デジタルデータとして保存できるものとすることを基本とする。

　臨時点検の結果から異状の有無を判断するため、過去の地震時の挙動や試験湛水時及び日常点検の記録を整理・
把握することを基本とする。

　臨時点検の結果から異状の有無を判断するため、過去の地震時の挙動や試験湛水時及び日常点検の記録を整理・
把握することを基本とする。

＜推　奨＞ ＜推　奨＞

　大規模地震を想定し、ダム施設の挙動について検討を行い、影響が生じる可能性のある設備やその部位等を把握
しておくことが望ましい。

　大規模地震を想定し、ダム施設の挙動について検討を行い、影響が生じる可能性のある設備やその部位等を把握
しておくことが望ましい。

＜関連通知等＞ ＜関連通知等＞

1)地震発生後のダム臨時点検結果の報告についての一部改正について：平成25年7月11日，国水流第4号，河川環境
課長通知

1)　地震発生後のダム臨時点検結果の報告について：平成24年4月1日，国水第4号，流水管理室長通知

2)　「大規模地震に対するダム耐震性能照査指針（案）」の試行について：平成17年3月30日，国河治第205号，国
土交通省河川局治水課長通知

2)　「大規模地震に対するダム耐震性能照査指針（案）」の試行について：平成17年3月30日，国河治第205号，国
土交通省河川局治水課長通知

3)　大規模地震に対するダム耐震性能照査指針（案）・同解説：平成17年3月，国土交通省河川局治水課 3)　大規模地震に対するダム耐震性能照査指針（案）・同解説：平成17年3月，国土交通省河川局治水課
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2. 2. 4  定期検査 2. 2. 4  定期検査

＜考え方＞ ＜考え方＞

　定期検査1)2)は、ダム管理者以外の視点から、ダム施設及び貯水池の機能が良好な状態に保持されているかを定
期的に確認することを目的として行う。

　定期検査1)は、ダム管理者以外の視点から、ダム施設及び貯水池の機能が良好な状態に保持されているかを定期
的に確認することを目的として行う。

＜必　須＞ ＜必　須＞

　ダム管理者は、ダム管理者以外の専門家等による定期検査を行い、維持管理状況及びダム施設・貯水池の状態に
ついて確認するものとする。

　ダム管理者は、ダム管理者以外の専門家等による定期検査を行い、管理体制及び管理状況、資料・記録の整備保
存状況、施設・設備状況について確認するものとする。

＜標　準＞ ＜標　準＞

　定期検査は、ダム定期検査の手引き2)に基づいて行うことを標準とする。
　定期検査は、3年に1回以上の頻度で行うことを基本とし、次回の検査時期については、検査結果を踏まえて決定
することを基本とする。

　定期検査は、 概ね3年に1回以上の頻度で行うことを基本とし、次回の検査時期については、検査結果を踏まえて
決定することを基本とする。

　維持管理状況は、管理体制、ダム施設の維持管理状況、貯水池の維持管理状況及び流水管理状況について、現地
における維持管理の記録や調査等の資料の確認、ダム管理者へのヒアリングを併せて実施した上で、評価を行うこ
とを基本とする。
　ダム施設・貯水池の状態は、現地における巡視・点検記録や観測・計測結果等の資料の確認、目視、簡易計測及
び動作による確認、ダム管理者へのヒアリングを併せて実施した上で、評価を行うことを基本とする。

　定期検査は、ダム検査規程2)及びダム定期検査の手引き3)（第2章第5節参照）を参考として行うことを基本と
し、施設・設備状況は、観測・計測の記録及び目視等による現地調査によって確認し、ダムの安全性及び機能の現
況について評価を行うことを基本とする。

　定期検査の結果を踏まえ、必要に応じて、日常点検における点検項目や頻度、管理基準値、臨時点検における経
路や計測項目等について、見直しを行うことを基本とする。

　定期検査の結果を踏まえ、必要に応じて、日常点検における点検項目や頻度、管理基準値、臨時点検における経
路や計測項目等について、見直しを行うことを基本とする。

＜関連通知等＞ ＜関連通知等＞

削除 1)　国土交通省所管ダムにおける定期検査の実施について：平成13年11月28日，国河環第80号，河川環境課長通知

削除 2)　ダム検査規程：昭和43年2月17日，建設省訓令第2号

削除 3)　ダム検査規程における定期検査の実施について：平成14年2月18日，国河環第104号，河川環境課長通知

1)　河川法第14条及び特定多目的ダム法第31条に基づくダムに係る操作規則の策定について：平成13年11月28日，
国河環第78号・国河治第170号，河川局長通達

4)　河川法第14条及び特定多目的ダム法第31条に基づくダムに係る操作規則の策定について：平成13年11月28日，
国河環第78号・国河治第170号，河川局長通達

2)　河川管理施設のダムにおける定期検査の実施について：平成28年3月15日，国水流第20号，河川環境課長通知
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2. 3　観測・調査等 2. 3　観測・調査等

2. 3. 3  水質調査 2. 3. 3  水質調査

＜考え方＞ ＜考え方＞

　水質調査は、貯水池の適正な水質管理を目的として行うものであり、その水中の化学的、生物化学的、及び細菌
学的性状、並びにそれらに関与する物理的性質の状態を明らかにする。また、水質調査は、水質の予測を含む対策
の立案を目的として行う。

　水質調査は、貯水池の適正な水質管理を目的として行うものであり、その水中の化学的、生物化学的、及び細菌
学的性状、並びにそれらに関与する物理的性質の状態を明らかにする。また、水質調査は、水質の予測を含む対策
の立案を目的として行う。

　底質調査は、貯水池水質と密接に関連する底質の状況を把握することを目的として行う。 　底質調査は、貯水池水質と密接に関連する底質の状況を把握することを目的として行う。

　水質調査は、その目的に応じて、基本調査、詳細調査及び水質保全設備管理運用調査に大別される（表2-3）。 　水質調査は、その目的に応じて、基本調査、詳細調査及び水質保全設備管理運用調査に大別される（表2-3）。

　貯水池の水質管理においては、貯水池における採水等による水質状況の把握に加えて、貯水池への流入水の水質
変化の把握、アオコ発生の兆候、魚類の大量死等の大量浮上、不法投棄等を発見するための巡視も重要である。ま
た、放流水の影響を受ける場合もあることから、下流河川の水質の状況を把握することが重要である。

　貯水池の水質管理においては、貯水池における採水等による水質状況の把握に加えて、貯水池への流入水の水質
変化の把握、アオコ発生の兆候、魚類の大量死等の大量浮上、不法投棄等を発見するための巡視も重要である。ま
た、放流水の影響を受ける場合もあることから、下流河川の水質の状況を把握することが重要である。

表2-3　水質調査の種類と目的 表2-3　水質調査の種類と目的

＜必　須＞ ＜必　須＞

ダム管理者は、貯水池の良好な水質を保全するため、貯水池の特性等に応じて、必要な水質調査を行うものとす
る。

ダム管理者は、貯水池の良好な水質を保全するため、貯水池の特性等に応じて、必要な水質調査を行うものとす
る。

＜標　準＞ ＜標　準＞

　水質調査は、流域の自然環境及び社会環境等に応じた貯水池の水質特性、ダムの事業目的や利水の状況等を踏ま
え、必要な調査項目、調査地点等をとりまとめた水質調査計画を策定し、これに基づいて行うことを基本とする。
　また、水質調査計画は、ダム等の管理に係るフォローアップの頻度等を踏まえ、概ね5年ごとに見直しを検討す
ることを基本とする。

　水質調査は、流域の自然環境及び社会環境等に応じた貯水池の水質特性、ダムの事業目的や利水の状況等を踏ま
え、必要な調査項目、調査地点等をとりまとめた水質調査計画を策定し、これに基づいて行うことを基本とする。
　また、水質調査計画は、ダム等の管理に係るフォローアップの頻度等を踏まえ、概ね5年ごとに見直しを検討す
ることを基本とする。

　巡視においては、湖面におけるアオコ発生の兆候等にも留意するとともに、異状を確認した場合は、その状況に
応じて、巡視を強化することを基本とする。
　下流河川の水質については、河川管理者と連携し、把握することを基本とする。

　巡視においては、湖面におけるアオコ発生の兆候等にも留意するとともに、異状を確認した場合は、その状況に
応じて、巡視を強化することを基本とする。
　下流河川の水質については、河川管理者と連携し、把握することを基本とする。

＜推　奨＞ ＜推　奨＞

近年の技術開発により、自動水質観測設備により取得した水質データと水質保全設備の運用を連動させることが
可能となっている。

こうした新しい技術は、導入効果等の必要性を検討した上で採用し、より効果的・効率的な水質管理を行うこと
が望ましい。

近年の技術開発により、自動水質観測設備により取得した水質データと水質保全設備の運用を連動させることが
可能となっている。

こうした新しい技術は、導入効果等の必要性を検討した上で採用し、より効果的・効率的な水質管理を行うこと
が望ましい。

調査の種類 調査名 調査の目的 調査対象ダム

①定期調査

②出水時調査

③試験湛水時調査

①冷・温水現象発生時調査

②濁水長期化現象発生時調査

　　・出水濁水長期化現象発生時調査

　　・渇水濁水長期化現象発生時調査

③富栄養化現象発生時調査

　　・生物異常発生時調査

　　・カビ臭発生時調査

④その他水質変化現象発生時調査

　　・硫化水素臭発生時調査

　　・カビ臭・硫化水素臭以外の異臭味発生時調査

　　・赤水・黒水発生時調査

①実証運用時調査

②管理運用時調査

基本調査

詳細調査

水質保全設備管理
運用調査

全てのダム

水質変化現象の発

生が確認されたダム

水質保全設備の設

置等を伴う対策を実

施したダム

水質等の状況を定期的に把握し、その実態

を経年的に把握すること等を目的として行

う。

水質変化現象の発生が確認された場合に、
その詳細な実態を迅速かつ的確に把握する

とともに、影響の実態を踏まえた対策の検

討・立案を目的として行う。

曝気循環設備等の水質保全設備の設置、

追加、運用変更を伴う対策を実施した場合

に、効果の確認等を目的として行う。

調査の種類 調査名 調査の目的 調査対象ダム

①定期調査

②出水時調査

③試験湛水時調査

①冷・温水現象発生時調査

②濁水長期化現象発生時調査

　　・出水濁水長期化現象発生時調査

　　・渇水濁水長期化現象発生時調査

③富栄養化現象発生時調査

　　・生物異常発生時調査

　　・カビ臭発生時調査

④その他水質変化現象発生時調査

　　・硫化水素臭発生時調査

　　・カビ臭・硫化水素臭以外の異臭味発生時調査

　　・赤水・黒水発生時調査

①実証運用時調査

②管理運用時調査

基本調査

詳細調査

水質保全設備管理
運用調査

全てのダム

水質変化現象の発

生が確認されたダム

水質保全設備の設

置等を伴う対策を実

施したダム

水質等の状況を定期的に把握し、その実態

を経年的に把握すること等を目的として行

う。

水質変化現象の発生が確認された場合に、
その詳細な実態を迅速かつ的確に把握する

とともに、影響の実態を踏まえた対策の検

討・立案を目的として行う。

曝気循環設備等の水質保全設備の設置、

追加、運用変更を伴う対策を実施した場合

に、効果の確認等を目的として行う。
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＜関連通知等＞ ＜関連通知等＞

1）　河川砂防技術基準調査編，第12章,第13章：平成26年4月1日，国水情第52号，水管理・国土保全局長通達 1）　河川砂防技術基準調査編，第12章,第13章：平成26年4月1日，国水情第52号，水管理・国土保全局長通達

2)　ダム貯水池水質調査要領：平成27年3月，国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 2)　ダム貯水池水質調査要領：平成27年3月，国土交通省水管理・国土保全局河川環境課

3） 曝気循環施設及び選択取水設備の運用マニュアル（案）：平成17年10月，国土交通省河川局河川環境課 3） 曝気循環施設及び選択取水設備の運用マニュアル（案）：平成17年10月，国土交通省河川局河川環境課

4）平成28年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【ダム湖版】：平成28年1月（改訂），国土交通省水管
理・国土保全局河川環境課

4）平成18年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【ダム湖版】：平成24年3月（一部改訂），国土交通省水
管理・国土保全局河川環境課

5)　河川水質試験方法（案）〔2008年版〕：平成21年3月，国土交通省水質連絡会 5)　河川水質試験方法（案）〔2008年版〕：平成21年3月，国土交通省水質連絡会

6)  底質調査方法：平成24年8月，環境省水・大気環境局 6)  底質調査方法：平成24年8月，環境省水・大気環境局

7） JIS A 1204 土の粒度試験方法 7） JIS A 1204 土の粒度試験方法

8)　今後の湖沼水質管理の指標について（案）：平成22年3月，国土交通省河川局河川環境課 8)　今後の湖沼水質管理の指標について（案）：平成22年3月，国土交通省河川局河川環境課

9) 河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル（案）：平成17 年3 月，国土交通省河川局河川環
境課

9) 河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル（案）：平成17 年3 月，国土交通省河川局河川環
境課

10) 河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）：平成20年4月，国土交通省河川局河川環境
課

10) 河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）：平成20年4月，国土交通省河川局河川環境
課

11） 水質汚濁に係る環境基準について：平成26年11月17日，環境省告示126号 11） 水質汚濁に係る環境基準について：平成25年3月27日，環境省告示30号

2. 3. 4  環境調査 2. 3. 4  環境調査

＜考え方＞ ＜考え方＞

環境調査は、貯水池及びその周辺に生息・生育する生物と、その生息・生育環境との関係を把握し、生物の良好
な生息・生育環境の保全を念頭においた適切なダム管理に資することを目的として行う。

環境調査は、貯水池及びその周辺に生息・生育する生物と、その生息・生育環境との関係を把握し、生物の良好
な生息・生育環境の保全を念頭においた適切なダム管理に資することを目的として行う。

貯水池及びその周辺を環境という観点からとらえた定期的、継続的、統一的な基礎情報の収集整備のための調査

として、河川水辺の国勢調査1)が行われている。

貯水池及びその周辺を環境という観点からとらえた定期的、継続的、統一的な基礎情報の収集整備のための調査

として、河川水辺の国勢調査1)が行われている。

＜必　須＞ ＜必　須＞

ダム管理者は、貯水池及びその周辺の環境保全に必要な情報を得るため、それらの特性等に応じて、必要な環境
調査を行うものとする。

ダム管理者は、貯水池及びその周辺の環境保全に必要な情報を得るため、それらの特性等に応じて、必要な環境
調査を行うものとする。

＜標　準＞ ＜標　準＞

河川水辺の国勢調査は、河川砂防技術基準調査編2)及び河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル3)に基づいて行
うことを標準とする。

河川水辺の国勢調査は、河川砂防技術基準調査編2)及び河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル3)に基づいて行
うことを標準とする。

河川水辺の国勢調査においては、貯水池及びその周辺や、上下流の河川を含む範囲を調査区域とするとともに、
ダム建設に伴い地形を改変した箇所や、生物の生息・生育環境を創出する目的で整備された箇所がある場合は、必
要に応じて、調査区域に含めることを標準とする。

河川水辺の国勢調査においては、貯水池及びその周辺や、上下流の河川を含む範囲を調査区域とするとともに、
ダム建設に伴い地形を改変した箇所や、生物の生息・生育環境を創出する目的で整備された箇所がある場合は、必
要に応じて、調査区域に含めることを標準とする。

＜関連通知等＞ ＜関連通知等＞

1)　「河川水辺の国勢調査実施要領」の改定について：平成27年7月7日，国水環第26号，河川環境課長通知 1)　「河川水辺の国勢調査実施要領」の改定について：平成19年3月7日，国河環第68号，河川環境課長通知

2)　河川砂防技術基準調査編，第13章：平成26年4月1日，国水情第52号，水管理・国土保全局長通達 2)　河川砂防技術基準調査編，第13章：平成26年4月1日，国水情第52号，水管理・国土保全局長通達

3) 平成28 年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【ダム湖版】：平成28年1月（改訂），国土交通省水管
理・国土保全局河川環境課

3) 平成18 年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【ダム湖版】：平成24年3月（一部改訂），国土交通省
水管理・国土保全局河川環境課
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第３節　ダム施設の維持管理の評価と対策 第３節　ダム施設の維持管理の評価と対策

3. 1　総説 3. 1　総説

＜考え方＞ ＜考え方＞

土木構造物、機械設備、電気通信設備や貯水池周辺斜面等により構成されるダム施設の維持管理を適切に行うた
めには、それぞれの施設・設備を構成する部位や機器の劣化・損傷等が、施設・設備の安全性や機能に与える影響
の度合いを踏まえて、対策の必要性や優先度を判断する必要がある。その上で、それぞれの施設・設備のトータル
コストの縮減・平準化を考慮し、ダム施設の維持管理を計画的に行うことにより、ダムの安全性及び機能を長期に
わたり保持することが重要である。

土木構造物、機械設備、電気通信設備や貯水池周辺斜面等により構成されるダム施設の維持管理を適切に行うた
めには、それぞれの施設・設備を構成する部位や機器の劣化・損傷等が、施設・設備の安全性や機能に与える影響
の度合いを踏まえて、対策の必要性や優先度を判断する必要がある。その上で、それぞれの施設・設備のトータル
コストの縮減・平準化を考慮し、ダム施設の維持管理を計画的に行うことにより、ダムの安全性及び機能を長期に
わたり保持することが重要である。

ダム施設の状態は、点検等の結果を分析した上で健全度等を評価し、施設・設備の重要性や設置条件を勘案した
上で、保全対策について総合的に判断する必要がある。

ダム施設の状態は、点検等の結果を分析した上で健全度等を評価し、施設・設備の重要性や設置条件を勘案した
上で、保全対策について総合的に判断する必要がある。

また、ダム施設の対策は、施設の機能を維持もしくは回復し、又は信頼性を確保することを目的として、施設の
評価と優先度等を踏まえ、計画的に行うことが重要である。

また、ダム施設の対策は、施設の機能を維持もしくは回復し、又は信頼性を確保することを目的として、施設の
評価と優先度等を踏まえ、計画的に行うことが重要である。

ダム施設の対策の実施においては、予防保全と事後保全を適切に選択することが効果的である。ここで予防保全
とは、施設・設備が機能低下、又は機能を失う前に対策を行うことにより、通常の使用や運用が可能な状態に維持
するため計画的に行う保全をいう。予防保全は、状態や劣化傾向を監視しながら保全対策を行う状態監視保全と、
定期的に保全対策を行う時間計画保全に区分される。また、事後保全とは、施設・設備が機能低下、又は機能を
失った後に使用もしくは運用可能な状態に回復する保全をいう（図2-5）。

ダム施設の対策の実施においては、予防保全と事後保全を適切に選択することが効果的である。ここで予防保全
とは、施設・設備が機能低下、又は機能を失う前に対策を行うことにより、通常の使用や運用が可能な状態に維持
するため計画的に行う保全をいう。予防保全は、状態や劣化傾向を監視しながら保全対策を行う状態監視保全と、
定期的に保全対策を行う時間計画保全に区分される。また、事後保全とは、施設・設備が機能低下、又は機能を
失った後に使用もしくは運用可能な状態に回復する保全をいう（図2-5）。

　なお、ダム施設の対策の実施においては、維持・修繕に加えて、改良についても考慮する必要がある。 　なお、ダム施設の対策の実施においては、維持・修繕に加えて、改良についても考慮する必要がある。

ダム施設の改良は、設備等の能力不足や経年劣化の進行等によりダム施設の機能が不十分である、又はその機能
の維持に支障がある、もしくは支障が生じるおそれがある場合に、ダムが有する洪水調節、流水の正常な機能の維
持及び利水補給等の機能の回復又は向上を図るために行うものである。

ダム施設の改良は、設備等の能力不足や経年劣化の進行等によりダム施設の機能が不十分である、又はその機能
の維持に支障がある、もしくは支障が生じるおそれがある場合に、ダムが有する洪水調節、流水の正常な機能の維
持及び利水補給等の機能の回復又は向上を図るために行うものである。
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　予防保全

　保全 　時間計画保全

　事後保全　

図 2-5 保全の分類
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図 2-5 保全の分類
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＜標　準＞ ＜標　準＞

ダム施設の維持管理においては、ダムの安全性及び機能を長期にわたり保持することを目的に、ダム施設の維持
管理におけるＰＤＣＡサイクルにより、日常管理における巡視・点検や中長期的な観点からの点検・検査等による
ダム施設の状態の把握、それに基づく健全度等の評価、その結果に応じて、維持・修繕等の対策を計画的に行うこ
とを基本とする。

ダム施設の維持管理においては、ダムの安全性及び機能を長期にわたり保持することを目的に、ダム施設の維持
管理におけるＰＤＣＡサイクルにより、日常管理における巡視・点検や中長期的な観点からの点検・検査等による
ダム施設の状態の把握、それに基づく健全度等の評価、その結果に応じて、維持・修繕等の対策を計画的に行うこ
とを基本とする。

長期的な視点を持って、ダム施設の維持・修繕等をより効果的・効率的に行うために、ダム総合点検実施要領
1)2)、ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討要領3)4)、及び電気通信施設維持管理計画指針（案）5)6)等の考え方
に基づいて、ダムを構成する施設・設備等毎に状態を評価し、中長期的な維持管理の方針・計画等を定め、保全対
策等を行うことを基本とする。

長期的な視点を持って、ダム施設の維持・修繕等をより効果的・効率的に行うために、ダム総合点検実施要領
1)2)、ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討要領3)4)、及び電気通信施設維持管理計画指針（案）5)6)等の考え方
に基づいて、ダムを構成する施設・設備等毎に状態を評価し、中長期的な維持管理の方針・計画等を定め、保全対
策等を行うことを基本とする。

設備等の能力不足や経年劣化の進行等により、ダム施設の機能の保持に支障がある場合等においては、ダムの機
能の回復又は向上を図るための対策について検討し、必要に応じて、施設の改良を行うことを基本とする。

設備等の能力不足や経年劣化の進行等により、ダム施設の機能の保持に支障がある場合等においては、ダムの機
能の回復又は向上を図るための対策について検討し、必要に応じて、施設の改良を行うことを基本とする。

ダム施設の健全度等の評価や対策を適切に行うため、日常管理における巡視・点検や維持・修繕等の対策の記録
に加えて、ダム建設時や試験湛水時の記録が有用であることから、これらの資料を整理・保存し、維持管理の中で
活用できるようにすることを基本とする。

ダム施設の健全度等の評価や対策を適切に行うため、日常管理における巡視・点検や維持・修繕等の対策の記録
に加えて、ダム建設時や試験湛水時の記録が有用であることから、これらの資料を整理・保存し、維持管理の中で
活用できるようにすることを基本とする。

＜推　奨＞ ＜推　奨＞

ダム施設の改良は、ダム施設の状態、ダムの操作実績及び社会経済情勢の変化等を踏まえ、ダムの機能性、操作
性、運用コスト、管理体制及び適用可能な改良方法等を考慮して計画することが望ましい。

ダム施設の改良は、ダム施設の状態、ダムの操作実績及び社会経済情勢の変化等を踏まえ、ダムの機能性、操作
性、運用コスト、管理体制及び適用可能な改良方法等を考慮して計画することが望ましい。

＜関連通知等＞ ＜関連通知等＞

1)　ダム総合点検実施要領について：平成25年10月1日，国水環第65号・国水環第66号，河川環境課長通知 1)　ダム総合点検実施要領について：平成25年10月1日，国水環第65号・国水環第66号，河川環境課長通知

2)　ダム総合点検実施要領・同解説：平成25年10月，国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 2)　ダム総合点検実施要領・同解説：平成25年10月，国土交通省水管理・国土保全局河川環境課

3) ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討要領について：平成23年4月1日，国総施第5号・国河流第2号，施工
環境技術推進室長・流水管理室長通知

3) ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討要領について：平成23年4月1日，国総施第5号・国河流第2号，施工
環境技術推進室長・流水管理室長通知

4) ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討マニュアル（案）：平成23年4月，国土交通省総合政策局建設施工
企画課・河川局河川環境課流水管理室

4) ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討マニュアル（案）：平成23年4月，国土交通省総合政策局建設施工
企画課・河川局河川環境課流水管理室

5)　電気通信施設維持管理計画指針（案）：平成28年3月，国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室 5)　電気通信施設維持管理計画指針（案）：平成25年3月，国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室

6)　電気通信施設維持管理計画作成の手引き（案）：平成28年3月，国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室 6)　電気通信施設維持管理計画作成の手引き（案）：平成25年6月，国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室
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3. 4　電気通信設備 3. 4　電気通信設備

3. 4. 1  評価 3. 4. 1  評価

＜考え方＞ ＜考え方＞

電気通信設備の評価は、設備の保全対策において、設備の運用状態及び性能や信頼性の現状を把握・分析・診断
することにより対策の要否を判断するとともに、設備の機能・性能・信頼性の確保等の観点から、総合的に行うこ
とが重要である。

電気通信設備の評価は、設備の保全対策において、設備の運用状態及び性能や信頼性の現状を把握・分析・診断
することにより対策の要否を判断するとともに、設備の機能・性能・信頼性の確保等の観点から、総合的に行うこ
とが重要である。

＜標　準＞ ＜標　準＞

電気通信設備の評価においては、電気通信設備の維持管理を効率的・計画的に行うため、電気通信施設維持管理

計画指針(案) 1)2)の考えに基づいて立案された計画により、中長期的な観点からオーバーホール等による延命化を
計画することを基本とする。

電気通信設備の評価においては、電気通信設備の維持管理を効率的・計画的に行うため、電気通信施設維持管理

計画指針(案) 1)2)の考えに基づいて立案された計画により、中長期的な観点からオーバーホール等による延命化を
計画することを基本とする。

電気通信設備の評価は、電気通信施設のアセットマネジメントに関する要領3)等の考え方を基に、設備の運用状
態を診断して対策の要否を判断するとともに、設備の機能、性能、信頼性、トータルコストの縮減・平準化を考慮
して、総合的に行うことを基本とする。

電気通信設備の評価は、電気通信施設のアセットマネジメントに関する要領3)等の考え方を基に、設備の運用状
態を診断して対策の要否を判断するとともに、設備の機能、性能、信頼性、トータルコストの縮減・平準化を考慮
して、総合的に行うことを基本とする。

＜関連通知等＞ ＜関連通知等＞

1)　電気通信施設維持管理計画指針（案）：平成28年3月，国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室 1)　電気通信施設維持管理計画指針（案）：平成25年3月，国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室

2)　電気通信施設維持管理計画作成の手引き（案）：平成28年3月，国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室 2)　電気通信施設維持管理計画作成の手引き（案）：平成25年6月，国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室

3)　電気通信施設アセットマネジメント要領・同解説（案）：平成24年10月，国土交通省大臣官房電気通信室 3)　電気通信施設アセットマネジメント要領・同解説（案）：平成24年10月12日，国土交通省大臣官房電気通信室

3. 4. 2  対策 3. 4. 2  対策

＜標　準＞ ＜標　準＞

電気通信設備の維持・修繕等の対策は、設備の機能を維持又は回復し、信頼性を確保することを目的として、計
画的に行うことを基本とする。

電気通信設備の維持・修繕等の対策は、設備の機能を維持又は回復し、信頼性を確保することを目的として、計
画的に行うことを基本とする。

電気通信設備の維持・修繕等は、電気通信施設アセットマネジメント要領・同解説（案）1)の考え方を基に、設
備の機能、性能、信頼性、トータルコストの縮減・平準化を考慮した総合的な評価により、修繕・更新・継続使用
等のうち、最も優位な方式を選定して行うことを基本とする。

電気通信設備の維持・修繕等は、電気通信施設アセットマネジメント要領・同解説（案）1)の考え方を基に、設
備の機能、性能、信頼性、トータルコストの縮減・平準化を考慮した総合的な評価により、修繕・更新・継続使用
等のうち、最も優位な方式を選定して行うことを基本とする。

＜関連通知等＞ ＜関連通知等＞

1)　電気通信施設アセットマネジメント要領・同解説（案）：平成24年10月，国土交通省大臣官房電気通信室 1)　電気通信施設アセットマネジメント要領・同解説（案）：平成24年10月12日，国土交通省大臣官房電気通信室

3. 8　維持・修繕等の記録 3. 8　維持・修繕等の記録

＜考え方＞ ＜考え方＞

ダム施設の維持・修繕等の記録は、ダム施設の健全度の評価等、ダム施設の維持管理を行う上で重要な資料であ
ることから、必要な場合に速やかに活用できるよう系統的に整理・保存し、蓄積することが重要である。

ダム施設の維持・修繕等の記録は、ダム施設の健全度の評価等、ダム施設の維持管理を行う上で重要な資料であ
ることから、必要な場合に速やかに活用できるよう系統的に整理・保存し、蓄積することが重要である。

また、ダム建設時及び試験湛水時の記録についても、管理基準値の設定やダム施設の健全度の評価等を行う上で
重要な資料であることから、上記と併せて保存することが重要である。

また、ダム建設時及び試験湛水時の記録についても、管理基準値の設定やダム施設の健全度の評価等を行う上で
重要な資料であることから、上記と併せて保存することが重要である。

　なお、維持・修繕等の記録は適宜更新し、常に最新のものにすることが重要である。 　なお、維持・修繕等の記録は適宜更新し、常に最新のものにすることが重要である。
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＜標　準＞ ＜標　準＞

　ダム施設の維持・修繕等の記録については、以下のとおり系統的に整理・保存し、蓄積することを基本とする。 　ダム施設の維持・修繕等の記録については、以下のとおり系統的に整理・保存し、蓄積することを基本とする。

(1)土木構造物の維持・修繕等に関する記録
土木構造物の維持・修繕等の記録は、点検・評価結果、劣化等の変状の把握、分析、原因調査から対策方法の選

定、対策の実施及び対策後の追跡調査までを整理・保存する。

(1)土木構造物の維持・修繕等に関する記録
土木構造物の維持・修繕等の記録は、点検・評価結果、劣化等の変状の把握、分析、原因調査から対策方法の選

定、対策の実施及び対策後の追跡調査までを整理・保存する。

(2)機械設備・電気通信設備の維持・修繕等に関する記録
機械設備・電気通信設備の維持・修繕等の記録は、運転、故障、点検、修繕、更新等の内容を運転記録、設備台

帳、維持管理台帳等に整理・保存する。
なお、故障履歴は、設備、施設の信頼性を推定するための重要な資料であることから、点検結果と併せて整理・保
存する。

(2)機械設備・電気通信設備の維持・修繕等に関する記録
機械設備・電気通信設備の維持・修繕等の記録は、運転、故障、点検、修繕、更新等の内容を運転記録、設備台

帳、維持管理台帳等に整理・保存する。
なお、故障履歴は、設備、施設の信頼性を推定するための重要な資料であることから、点検結果と併せて整理・保
存する。

(3)貯水池周辺斜面の維持・修繕等の記録
貯水池周辺斜面の維持・修繕等の履歴を確実に記録するため、計測体制の変更、詳細調査、斜面対策工等の内容

について、地すべり等カルテに整理・保存する。

(3)貯水池周辺斜面の維持・修繕等の記録
貯水池周辺斜面の維持・修繕等の履歴を確実に記録するため、計測体制の変更、詳細調査、斜面対策工等の内容

について、地すべり等カルテに整理・保存する。

(4)ダム建設時及び試験湛水時の記録
ダム建設時の設計施工の記録、試験湛水時に確認された堤体挙動や貯水池周辺斜面の安定性に関する計測データ

等の資料は、管理基準値の設定、変状発生時の原因解明において重要な資料であることから、維持・修繕等の記録
と併せて、整理・保存する。

(4)ダム建設時及び試験湛水時の記録
ダム建設時の設計施工の記録、試験湛水時に確認された堤体挙動や貯水池周辺斜面の安定性に関する計測データ

等の資料は、管理基準値の設定、変状発生時の原因解明において重要な資料であることから、維持・修繕等の記録
と併せて、整理・保存する。

＜関連通知等＞ ＜関連通知等＞

1)　ダム総合点検実施要領について：平成25年10月1日，国水環第65号・国水環第66号，河川環境課長通知 1)　ダム総合点検実施要領について：平成25年10月1日，国水環第65号・国水環第66号，河川環境課長通知

2)　ダム総合点検実施要領・同解説：平成25年10月，国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 2)　ダム総合点検実施要領・同解説：平成25年10月，国土交通省水管理・国土保全局河川環境課

3) ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討要領について：平成23年4月1日，国総施第5号・国河流第2号，施工
環境技術推進室長・流水管理室長通知

3) ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討要領について：平成23年4月1日，国総施第5号・国河流第2号，施工
環境技術推進室長・流水管理室長通知

4) ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討マニュアル（案）：平成23年4月，国土交通省総合政策局建設施工
企画課・河川局河川環境課流水管理室

4) ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討マニュアル（案）：平成23年4月，国土交通省総合政策局建設施工
企画課・河川局河川環境課流水管理室

5)　電気通信施設点検基準（案）の一部改正について：平成26年12月22日，国技電第39号，技術調査課長通知 5)　電気通信施設点検基準（案）の一部改正について：平成26年12月22日，国技電第39号，技術調査課長通知

6)　電気通信施設アセットマネジメント要領・同解説（案）：平成24年10月，国土交通省大臣官房電気通信室 6)　電気通信施設アセットマネジメント要領・同解説（案）：平成24年10月12日，国土交通省大臣官房電気通信室

7)　貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針（案）・同解説：平成21年7月，国土交通省河川局治水課 7)　貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針（案）・同解説：平成21年7月，国土交通省河川局治水課

第５節　許可工作物 第５節　許可工作物

＜考え方＞ ＜考え方＞

許可工作物のダムは、治水上又は利水上の支障等を生じさせない必要があることから、河川管理施設のダムと同
等の水準で維持管理が行われ、施設の機能が良好な状態に維持される必要がある。

許可工作物のダムは、治水上又は利水上の支障等を生じさせない必要があることから、河川管理施設のダムと同
等の水準で維持管理が行われ、施設の機能が良好な状態に維持される必要がある。

このため、ダム設置者は、1年に1回以上の適切な頻度で、適切な時期に、目視その他適切な方法で点検を行い、
ダムを良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって公共の安全が保持されるように努めなければならず、点検
等によりダムに異状があることを把握したときは、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講じること
とされている。

このため、ダム設置者は、1年に1回以上の適切な頻度で、適切な時期に、目視その他適切な方法で点検を行い、
ダムを良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって公共の安全が保持されるように努めなければならず、点検
等によりダムに異状があることを把握したときは、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講じること
とされている。

また、許可工作物のダムは、点検及び整備に関する事項を含む操作規程等を定め、河川管理者の承認を受けるこ
ととされており、さらに、ダムの維持、操作、その他の管理を行うため、河川法第50条の規定により、一定の資格
を有するダム管理主任技術者を置くことが定められている。

また、許可工作物のダムは、点検及び整備に関する事項を含む操作規程等を定め、河川管理者の承認を受けるこ
ととされており、さらに、ダムの維持、操作、その他の管理を行うため、河川法第50条の規定により、一定の資格
を有するダム管理主任技術者を置くことが定められている。

　河川管理者は、ダム設置者により点検、維持、操作等が適切に行われているかを確認する必要がある。 　河川管理者は、ダム設置者により点検、維持、操作等が適切に行われているかを確認する必要がある。
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＜必　須＞ ＜必　須＞

河川管理者は、許可工作物のダムの維持、操作その他の管理の状況について、ダム検査規程1)に基づき、定期検

査2)を行うものとする。

河川管理者は、許可工作物のダムの維持、操作その他の管理の状況について、ダム検査規程1)に基づき、定期検

査2)を行うものとする。

また、河川管理者は、ダム設置者により必要な維持・修繕等が行われるよう、ダム設置後の状況に応じて、ダム
設置者へ指導・監督等を行うものとする。

また、河川管理者は、ダム設置者により必要な維持・修繕等が行われるよう、ダム設置後の状況に応じて、ダム
設置者へ指導・監督等を行うものとする。

＜標　準＞ ＜標　準＞

河川管理者は、「河川法第2章第3節第3款（ダムに関する特則）等の規程の運用について」3)に規定する第1類か
ら第3類のダムにあっては3年に1回以上、第4類のダムにあっては5年に1回以上の頻度で、定期検査を行うことを基
本とする（表2-5）。

河川管理者は、「河川法第2章第3節第3款（ダムに関する特則）等の規程の運用について」3)に規定する第1類か
ら第3類のダムにあっては3年に1回以上、第4類のダムにあっては5年に1回以上の頻度で、定期検査を行うことを基
本とする（表2-5）。

表2-5　　河川法第2章第3節第3款（ダムに関する特則）等の規程の
運用における許可工作物のダムの分類

表2-5　　河川法第2章第3節第3款（ダムに関する特則）等の規程の
運用における許可工作物のダムの分類

　河川管理者は、以下により定期検査を行うことを基本とする。 　河川管理者は、以下により定期検査を行うことを基本とする。

① ダム及びその基礎地盤の温度、変形、揚圧力、間隙水圧又は漏水量を測定記録により確認すること。ただし、
許可において測定を要しないこととされた事項については、この限りではない。

① ダム及びその基礎地盤の温度、変形、揚圧力、間隙水圧又は漏水量を測定記録により確認すること。ただし、
許可において測定を要しないこととされた事項については、この限りではない。

② ゲート等の開閉の状況をその開閉を試みること等により確認すること。 ② ゲート等の開閉の状況をその開閉を試みること等により確認すること。

③ 観測施設、通報施設及び警報施設がそれぞれの機能に応じて的確に作動するかどうかをそれらの使用を試みる
こと等により確認すること。

③ 観測施設、通報施設及び警報施設がそれぞれの機能に応じて的確に作動するかどうかをそれらの使用を試みる
こと等により確認すること。

④ 上流において堆砂等による河床又は水位の上昇がないかどうかを観測記録により確認すること。 ④ 上流において堆砂等による河床又は水位の上昇がないかどうかを観測記録により確認すること。

⑤ 貯水池内の河岸又はその附近の土地の崩壊又は地すべりのおそれがないかどうかを現地において確認するこ
と。

⑤ 貯水池内の河岸又はその附近の土地の崩壊又は地すべりのおそれがないかどうかを現地において確認するこ
と。

⑥ その他ダムの管理が適正に行われているかどうかを現地において又は管理記録により確認すること。 ⑥ その他ダムの管理が適正に行われているかどうかを現地において又は管理記録により確認すること。

　なお、定期検査は、ダム定期検査の手引き2)に基づいて行うことを標準とする。 　なお、定期検査は、ダム定期検査の手引き2)に基づき、以下の内容で行うことを標準とする。

ダムの分類 内　　　　　　　容

第１類
　その設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加するダムで、これによって生
じる災害を防止するため、当該増加流量を調節することができると認められ
る容量を確保して洪水に対処する必要があるもの

第２類

　堆砂によりその上流の河床が上昇したダム又はその設置者が貯水池の敷地
として権原を取得した土地の広さが十分でないダムで、洪水時にその上流の
水位が上昇することによって生じる災害を防止するため、貯水池の水位を予
備放流水位として洪水に対処する必要があるもの

第３類
　貯水池の容量に比して洪水吐きの放流能力が大きいダム又は洪水吐きゲー
トの操作の方法が複雑であるダムで、貯水池の水位を予備放流水位として洪
水に対処することが、災害の発生の防止上適切と認めらるもの

第４類
　貯水池の水位を平常時最高貯水位〈常時満水位〉として洪水に対処しても
災害の発生の防止上支障がないダム

ダムの分類 内　　　　　　　容

第１類
　その設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加するダムで、これによって生
じる災害を防止するため、当該増加流量を調節することができると認められ
る容量を確保して洪水に対処する必要があるもの

第２類

　堆砂によりその上流の河床が上昇したダム又はその設置者が貯水池の敷地
として権原を取得した土地の広さが十分でないダムで、洪水時にその上流の
水位が上昇することによって生じる災害を防止するため、貯水池の水位を予
備放流水位として洪水に対処する必要があるもの

第３類
　貯水池の容量に比して洪水吐きの放流能力が大きいダム又は洪水吐きゲー
トの操作の方法が複雑であるダムで、貯水池の水位を予備放流水位として洪
水に対処することが、災害の発生の防止上適切と認めらるもの

第４類
　貯水池の水位を平常時最高貯水位〈常時満水位〉として洪水に対処しても
災害の発生の防止上支障がないダム
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削除 (1)管理体制及び管理状況
ダムの管理体制及び管理状況については、ダム設置者が事前に作成する検査票及び操作記録、点検整備記録等に

より検査を行う。
　具体的な検査内容は、表2-6のとおりである。

表2-6　管理体制及び管理状況の検査内容

検　　査　　内　　容 検査方法

管理主任技術者が、選任されており、十分な指揮監督
が行える状況であるか（兼任、選任、常駐、非常駐）確
認する。

検 査 票 で
確 認 す る 。

当該ダムの管理に対してどのような人員（職種毎：土
木、電気、機械、事務）が配置されているか検査を行
う。特に非常時の体制に関して確認する。

検 査 票 で
確 認 す る 。

各種連絡、通知等の連絡組織が明確になっているか、
かつ連絡が円滑に行われているか確認する。

書 類
記 録

洪 水 時 操 作 状 況
洪水時の操作が操作規程に従って適正に行われてい
るか確認する。予備放流を必要とするダムにおいて
は、予備放流の状況に関しても確認する。

操 作 記 録

平 常 時 ・ 渇 水 時
運 用 状 況

水利使用規則及び取水規程の取り決めに対して、規
定通りの操作・運用がなされているか確認する。

操 作 記 録

点 検 ・ 整 備
実 施 状 況

点検整備基準に定められた内容（項目、頻度）が遵守
されているか確認する。また、臨時点検に関しても規定
通り行われているか確認する。

点検整備記録

補 修 実 施 状 況
補修・改良等が速やかにかつ適正に行われているか
確認する。

点検整備記録

水位、流量及び雨雪量の観測が、定められた項目・頻
度により、確実に行われているか確認する。

観 測 記 録

堤体及び周辺設備の計測が定められた基準の項目・
頻度により確実に行われているか確認する。

計 測 記 録

点
検
整
備
等

観 測 実 施 状 況

計 測 実 施 状 況

管

理

状

況

検　査　項　目

管

理

体

制

管 理 主 任 技 術 者

人 員

連 絡 組 織 ・ 連 絡 系 統

操
作
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削除

表2-7　資料・記録の整備保存状況の検査内容

(2)資料・記録の整備保存状況
　ダム管理の基本となる資料や点検整備結果、観測・計測結果等の各種記録については、ダム設置者が事前に作成
する検査票により検査を行う。
　具体的な検査内容は、表2-7のとおりである。

検　　査　　内　　容 検査方法

操作規程、水利使用規則等の管理の基本となる資料
の整備状況を確認する。

総 括 表
（ 検査票 ）で
確 認 す る 。

基 本 資 料 管理組織図、警報系統図等の整備状況を確認する。
総 括 表
（ 検査票 ）で
確 認 す る 。

報 告
堆砂状況報告等の義務づけられた報告の実施、整備
状況を確認する。

総 括 表
（ 検査票 ）で
確 認 す る 。

維持・管理上の記録
施設、設備の点検整備記録等の保管状況について確
認する。

総 括 表
（ 検査票 ）で
確 認 す る 。

観 測 ・ 計 測 記 録
雨量、流量等の観測、計測設備の点検整備記録等の
保管状況について確認する。

総 括 表
（ 検査票 ）で
確 認 す る 。

ゲ ー ト 操 作 の
た め の 資 料

貯水位容量曲線、放流量増加制限曲線等の整備、保
管状況について確認する。

総 括 表
（ 検査票 ）で
確 認 す る 。

調査・設計時の資料
地質調査資料、設計図等の整備、保管状況について
確認する。

総 括 表
（ 検査票 ）で
確 認 す る 。

施工時の資料・記録 施工記録等の保管状況について確認する。
総 括 表
（ 検査票 ）で
確 認 す る 。

試験湛水時の記録
湛水開始時の計測記録、挙動解析等の保管状況につ
いて確認する。

総 括 表
（ 検査票 ）で
確 認 す る 。

検　査　項　目

基 本 資 料

管

理

状

況

の

資

料

運
用
開
始
前
の
資
料
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表2-8　施設・設備状況の検査内容

＜関連通知等＞ ＜関連通知等＞

1)　ダム検査規程：昭和43年2月17日，建設省訓令第2号 1)　ダム検査規程：昭和43年2月17日，建設省訓令第2号

2)　ダム検査規程における定期検査の実施について：平成28年3月15日，国水流第25号，河川環境課長通知 2)　ダム検査規程における定期検査の実施について：平成14年2月18日，国河環第104号，河川環境課長通知

3) 河川法第2章第3節第3款（ダムに関する特則）等の規定の運用について：昭和51年10月26日，建河政発第68
号，河川局長通達

3) 河川法第2章第3節第3款（ダムに関する特則）等の規定の運用について：昭和51年10月26日，建河政発第68
号，河川局長通達

4)　ダムの管理主任技術者の資格の認定について：平成元年3月27日，建河政発第33号，河川局長通達 4)　ダムの管理主任技術者の資格の認定について：平成元年3月27日，建河政発第33号，河川局長通達

5) 河川法施行規則第27条の2第1項第1号及び第2号に規定する国土交通大臣の定める要件等を定める告示：平成13
年3月30日，国土交通省告示第400号

5) 河川法施行規則第27条の2第1項第1号及び第2号に規定する国土交通大臣の定める要件等を定める告示：平成13
年3月30日，国土交通省告示第400号

削除 (3)施設・設備状況
　施設・設備状況については、ダム設置者が事前に作成する検査票に従い、計測結果、目視、ヒアリング等により
検査を行う。
　具体的な検査内容は、表2-8のとおりである。

検　　査　　内　　容 検査方法

漏 水 ・ 浸 透 水
堤体、基礎地盤の漏水量・浸透流量の計測結果及び監
査廊内や堤体下流面の漏水の有無、漏水量計測時の
濁りの有無から異常がないか確認する。

計 測 結 果
目 視

変 位 ・ 変 形
プラムラインの計測結果及び天端、監査廊、下流面直線
部、高欄等の見通し線の変形状況から異常がないか確
認する。

計 測 結 果
目 視

揚 圧 力
揚圧力の計測結果をもとに、貯水位による水頭に対する
比率、設計揚圧力との比較を行い異常がないか確認す
る。

計 測 結 果

漏 水 ・ 浸 透 水
堤体、基礎の漏水量・浸透流量の計測結果及び堤体や
基礎からの漏水・浸透水の有無、漏水量計測時の濁り
の有無から異常がないか確認する。

計 測 結 果
目 視

変 位 ・ 変 形
外部変形等の計測結果及び見通し線、法面、コンクリー
ト構造物との接合部の相対的な変形等から異常がない
か確認する。

計 測 結 果
目 視

間 隙 水 圧
基礎の間隙水圧、浸透流量の計測結果から異常がない
か確認する。

計 測 結 果

浸 潤 線
フィルダムの堤体内間隙水圧の計測結果をもとに、間隙
水圧の設計値との比較を行い異常がないか確認する。

計 測 結 果

ゲートの開閉状況
ゲートの作動が正常かどうか、ゲートの損傷の有無を試
動等により確認する。

点検整備記録
目 視

開 閉 設 備 の
運 転 状 況

開閉設備の作動が正常かどうか、給油脂の状態、規定
電流値・規定油圧値の異常の有無を試動等により確認
する。

点検整備記録
目 視

予備動力装置の起
動 及 び 運 転 状 況

設定出力値の異常の有無を試動等により確認する。
点検整備記録
目 視

貯水池周辺の地すべりや護岸の崩壊、堆砂状況などに
ついて異常がないかどうか確認する。

現 地 確 認
観 測 結 果
ヒ ヤ リ ン グ

堤体及び基礎地盤の各種計測機器、流量観測用計器
等について、正常な計測が行われているか確認する。
埋設計器類は寿命により有効な結果が得られない場合
もあるので注意を要する。

点検整備記録
目 視

水位計、雨量計について、正常な観測が行われている
か確認する。

点検整備記録
目 視

通信施設について、正常に通信ができるかどうか確認す
る。

点検整備記録
目 視

正常な警報作動が可能かどうか確認する。
点検整備記録
目 視

管理所、警報車等の整備状況を確認する。
点検整備記録
必要に応 じ て
ヒ ヤ リ ン グ

計 測 設 備 の 状 況

観 測 施 設 の 状 況

通 信 施 設 の 状 況

警 報 施 設 の 状 況

そ の 他 の 施 設

検　査　項　目

コ
ン
ク
リ
｜
ト
ダ
ム

フ
ィ
ル
ダ
ム

放
流
設
備

貯 水 池 及 び
そ の 周 辺 の 状 況


